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令和６年度 総合評価落札方式（一部プロポーザル方式を含む）の主な変更点（業務）
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九州地方整備局１）令和６年度 基本方針

➢ 九州地方整備局では、平成１９年４月より総合評価落札方式を導入しており、従来
の主な調達方式であったプロポーザル方式と価格競争を含めて業務特性に応じた運用
に努めてきた。

➢ 一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手
不足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保を図るため、令和元年６月に品確法、入契法、建設業法のいわゆ
る「担い手三法」の改正が行われ、働き方改革の推進、生産性向上への取組、災害時
の緊急対応強化、調査・設計の品質確保という観点を、いかに現在の入札・契約手続
きの中に取り入れられるかが喫緊の課題である。

➢ 課題への対応を図っていくとともに、総合評価落札方式の透明性・公平性は確保し
つつ、評価の安定化及び評価の質の向上を求めることに加え、｢担い手の中長期的な
育成及び確保の促進｣と、現在のみならず｢将来の調査・設計の品質確保の促進｣を図
る多様な入札契約の制度設計を立案していく必要がある。

➢ これらを踏まえ、頻発化・激甚化する自然災害への対応に向けて、地域の守り手で
ある｢地元企業の受注機会の更なる拡大｣を図り、｢働き方改革｣、｢生産性向上｣、「調
査・設計の品質確保」を加速し、円滑な契約手続きを実施するため、各種試行業務の
積極的活用を図る。

➢ 令和６年度は、「働き方改革」、「調査・設計の品質確保」に向けて、簡易ショート
版試行業務の評価方法、適用範囲の見直しを行う。また「生産性向上」を踏まえ、「イ
ンフラＤＸ大賞」を評価する見直しを行う。
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九州地方整備局

・総合落札方式（簡易型）において、技術提案（業務実施にかかる留意点）の文字数を制限することにより、技術提案
資料作成及び審査を簡素化し、受発注者の負担軽減を図るとともに、参加表明書と技術提案を同時に提出することで
手続期間の短縮を図る試行業務である。（令和２年度より開始）

・令和５年度においては、難易度が高い業務に適用しないなど適用範囲を制限しつつ、技術提案（業務実施にかかる留
意点）の評価方法を２段階（ 可、不可）とした。

・令和５年度においては、技術的評価に差が生じないことや適用範囲を逸脱した運用が散見されたため見直しを行うも
のとする。

【 入札段階の技術評価点を算出するための評価基準（標準的な配点例） 】

評価⽅法の⾒直し

２）簡易型ショート版の技術提案の評価方法、適用範囲の見直し[１]

【令和６年４月公告業務から適用】

取組みの背景
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九州地方整備局

・適切に技術力を評価できるように、技術提案（業務実施にかかる留意点）の評価を４段階評価とする。
⇒ 現 行：－（可）40点 、Ｃ（不可） 無効（入札を無効とする）
⇒ 令和６年度：Ａ（優）40点 、B（良）24点 、－（可）0点 、Ｃ（不可）無効（入札を無効とする）

２）簡易型ショート版の技術提案の評価方法、適用範囲の見直し[２]

（１）技術提案（業務実施にかかる留意点）の評価方法の見直し

【令和６年4月公告業務から適用】
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九州地方整備局

◆⾒直し

対象範囲（見直し）

○業務内容に応じて、試⾏業務の適⽤対象（破線⾚枠部）

◆現 ⾏

○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部）

対象範囲（現行）

・現行は「業務実施にかかる留意点」で品質が確保できる簡易な業務を対象としていたが、技術提案の内容が「実施方針」とした方が
品質向上を見込める業務が散見された。

・技術提案により品質向上が見込める業務を適用対象外とするよう見直し、適切な運用を図る。

■河川事業

○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部）

２）簡易型ショート版の技術提案の評価方法、適用範囲の見直し[３]

（２）適用範囲の見直し
【令和６年4月公告業務から適用】
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九州地方整備局

◆⾒直し

対象範囲（見直し）

◆現 ⾏

対象範囲（現行）

知

識

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式

総合評価落札方式価格競争方式

定期点検結果の診断

道路予備設計（用地幅決定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路予備設計（中心線決定）

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも
の、委員会運営伴
うもの】

環境基礎調査（文献・現地調査等）②
【補足・継続調査】 交通安全・渋滞

対策等検討
【事故分析、渋滞分析、
委員会運営】

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】

道路・橋梁等構造物景観設計

道路網整備計画検討

定期点検、緊急点検

交差点設計（一般）

道路詳細設計（修正）

環境調査【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他

構造物予備設計（一般）

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

構造物予備設計（大型・特殊）

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

構造物詳細・補修設計（大型、特殊）

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

環境基礎調査（文献・現地調査等）①
【企画立案から実施するもの、

貴重種を含むもの】

交差点設計（大規模立体）

交通需要予測検討

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、
委員会を運営を伴うもの】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

水文調査（分析等含む）

防災対策設計
【詳細設計のみ】

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

交差点設計（立体）

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

道路詳細設計（一般）
【新規に実施するもの
構造物を含むもの】

ＰＩプロセス 社会実験実施

■道路事業

○業務内容に応じて、試⾏業務の適⽤対象（破線⾚枠部）
○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部）○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部）

２）簡易型ショート版の技術提案の評価方法、適用範囲の見直し[４]

【令和６年4月公告業務から適用】
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（２）適用範囲の見直し



九州地方整備局

◆⾒直し

対象範囲（見直し）

◆現 ⾏

対象範囲（現行）

■測量

○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部） ○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部）

２）簡易型ショート版の技術提案の評価方法、適用範囲の見直し[５]

【令和６年4月公告業務から適用】
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（２）適用範囲の見直し



九州地方整備局

◆⾒直し

対象範囲（見直し）

◆現 ⾏

対象範囲（現行）

■地質調査

○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部） ○試⾏業務の適⽤対象（実線⾚枠部）

２）簡易型ショート版の技術提案の評価方法、適用範囲の見直し[６]

【令和６年4月公告業務から適用】
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（２）適用範囲の見直し



九州地方整備局

・令和４年度から新たに建設生産プロセスの高度化、効率化、国民サービスの向上等に改革につながる優れた実績をベストプラク
ティスとして横展開するため「インフラＤＸ大賞」が創設された。

・「インフラＤＸ大賞」は、公共工事等の品質確保や生産性向上等、建設生産プロセスの高度化に関する取組みを評価する表彰制
度であり、企業の技術力や生産性向上、成果の品質向上を促進させるため、表彰実績を技術評価対象に加える。

資格要件 技術部⾨登録 当該部⾨の建設コンサルタント登録等 ◎ 5 ◎ 5

専⾨技術⼒ 成果の確実性 過去10年間の同種⼜は類似業務等の実績の内容 ◎ 5 ◎ 5

管理技術⼒ 迅速性 当該地整常駐技術者数 ○ ○

過去10年間の災害協定等に基づく活動実績 − ○

ボランティア活動による表彰等の実績 − ○

履⾏保証⼒ ⾃⼰資本⽐率 ○ ○

瑕疵担保⼒ 賠償責任保険加⼊の有無 ○ ○

遵法性 過去の法の遵守状況 ○ ○
過去２年間の国⼟交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業
務の業務成績

◎ 30 ◎ 30

過去２年間の業務の業務表彰の有無 ◎ 5 ◎ 5

45 45

標準配点例配点ｳｪｰﾄ配点ｳｪｰﾄ

25%〜35%

10%〜15%
参加表明者
の経験及び

能⼒
経営⼒

資格・実績
等

成績・表彰
専⾨技術⼒ 成果の確実性

適⽤

35%〜50%

適⽤

プロポーザル⽅式 総合評価落札⽅式（簡易、標準）

10%〜15%

25%〜35%

標準配点例

35%〜50%

評価項⽬ 評価の着眼点

⼩計

情報収集⼒ 地域貢献度

選定・指名段階での技術評価（参加表明者の経験及び能力部分を抜粋）

◎：必須項目（原則として設定する項目） ○：選択項目（必要に応じて設定する項目）◇評価項目の解説 ※表彰の配点は固定

３） 「企業の経験及び能力（成績）」の表彰対象の追加 [１]

取組みの背景

○対象業務：プロポーザル方式、総合評価落札方式（簡易型・標準型）
・参加表明者（企業）の経験及び能力の評価項目において、これまで優良業務表彰、災害復旧等功労業者表彰、地盤工学

会表彰、地盤工学会九州支部表彰、土木学会表彰、土木学会西部支部表彰を評価対象としていたが、令和６年８月より
「インフラＤＸ大賞」を評価対象に加える。

○評価対象：インフラＤＸ大賞のうち、【工事・業務部門】（種類：国土交通大臣表彰、優秀賞）を評価対象とする。また、直近２
箇年度の表彰を評価対象とし、毎年８月に評価対象年度の切替えを実施する。
※【地方公共団体等の取組部門】及び【i-Construction推進コンソーシアム会員の取組部門】は評価対象外

○評価方法：インフラＤＸ大賞（工事・業務部門）の国土交通大臣表彰、優秀賞を局長表彰と同等の評価とする。

（１）評価方法

【令和６年８月公告業務から適用】
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九州地方整備局

・総合評価落札方式：九州地方整備局発注業務で「インフラＤＸ大賞」（工事・業務部門）の表彰実績 ５点
・プロポーザル方式：九州地方整備局発注業務で「インフラＤＸ大賞」（工事・業務部門）の表彰実績 ５点

九州地方整備局発注以外の業務で「インフラＤＸ大賞」（工事・業務部門）の表彰実績 １点

【 総合評価落札方式 】 【 プロポーザル方式 】

３） 「企業の経験及び能力（成績）」の表彰対象の追加 [２]

（２）配点
【令和６年８月公告業務から適用】
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九州地方整備局

R３年度

○R４年度表彰
1⽉頃︓R4インフラDX⼤賞表彰

業務完了

○評価対象期間
・国土交通行政功労表彰等の評価対象年度の切り替え時期である令和６年８月１日以降の公告業務より評価を開始する。
・令和６年８月１日以降公告業務より、直近２ヵ年度表彰（令和４年度（令和３年度完了業務）～令和５年度（令和４年度完了業務））

を評価対象とする。

R４年度 R５年度 R７年度R６年度 R８年度

○R５年度表彰
業務完了

○R６年度表彰
業務完了

R９年度

1⽉頃︓R6インフラDX⼤賞表彰

1⽉頃︓R5インフラDX⼤賞表彰

評価対象期間
（R6.8.1～R7.7.31）

評価対象期間
（R6.8.1～R8.7.31）

評価対象期間
（R7.8.1～R9.7.31）

※ 令和５年度表彰は、令和４年度に完了した業務が表彰対象であり、令和６年１⽉に受賞者が決まるため、表彰実績の評価対象期間は令和６年８⽉１⽇から
令和８年７⽉３１⽇までの２年間となる。
ただし、この取組みの開始時期が令和６年８⽉であることから、令和４年度表彰の評価対象期間は令和６年８⽉１⽇から令和７年７⽉３１⽇までの１年間
とする。（令和5年８⽉１⽇から令和6年７⽉３１⽇は評価対象外）

評価対象外

３） 「企業の経験及び能力（成績）」の表彰対象の追加 [３]

（３）インフラDX大賞の評価対象期間
【令和６年８月公告業務から適用】
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九州地方整備局

分類 試行名 試行概要
試行

開始時期
試行適用発注方式

R5年度
の方針

九州
独自

育
成
タ
イ
プ

担い手育成型

若手・女性技術者の登用促進とベテラン・シニア技術者の
活用図るため、管理技術者に若手または女性技術者を配置
し、サポート役として管理補助技術者（ベテラン・シニ
ア）を配置する。

R１年度 総合評価落札方式（標準型） 継続 ○

技術提案チャレンジ型

地域防災の担い手となる地場企業の育成を目的として、直
轄業務の受注実績が無い（少ない）企業の参加機会を確保
するため、九州地整の受注実績が無い（又は少ない）企業
を優位に評価する。

H29年度 総合評価落札方式（簡易型） 継続 ○

簡
素
化
タ
イ
プ

簡易型ショート版

技術提案書は、文字数を制限した「業務実施にかかる留意
点」のみとし、技術提案資料の作成及び審査を簡素化する
とともに、参加表明書と技術提案書を同時提出することに
より、手続き期間の短縮を図る。

R２年度 総合評価落札方式（簡易型） 継続 ○

技術提案簡素化型
技術提案書の作成・審査を簡素化するため、文字数を制限
する。

R２年度
プロポーザル方式

総合評価落札方式（標準型・簡易型） 継続 ○

一括審査方式

同一内容の業務を同時期に発注する場合、競争参加者から
の提出資料を一部省略し、受発注者双方の業務負担の軽減
を図る。
複数の業務に参加表明できるが、落札決定通知を受けた場
合は、それ以外の業務を受注出来ない。

H29年度 総合評価落札方式（標準型・簡易型） 継続

技術者評価重視型
評価テーマに代わり、技術者の業務成績と実施方針の配点
ウェートを拡大することで、業務成果の品質を確保する。

H26年度 総合評価落札方式（標準型） 継続

４） 試行業務の概要について（参考）
【令和６年４月公告業務から適用】
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